
調査１ 公立小中学校等にかかる複合化の実施状況調査結果（2022 年 9 月 1 日時点）※１ 

・公立小中学校等の複合化事例は、全国で 11,450 校（約 39％）

・学校施設と複合化した公共施設等の種類別件数（延べ数）

※1 公立小中学校（分校を含む。）、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）において、他の文教施設、社会福祉施
設、その他の施設と複合化し、供用開始している事業（集約化、廃止された事業は含まない。）の件数

※2 社会体育施設に限る

※3 学校用の備蓄倉庫は対象外

施設区分 
文教施設 

  社会教育施設等 社会体育施設 文化施設 その他 

施設種別 図書館 公民館等 博物館等 水泳 
プール※2 体育館等※2 劇場・ 

音楽堂 
文化会館

等 
その他の 
文教施設 

小学校 53 560 7 32 554 3 3 143 

中学校 20 47 2 11 287 0 2 32 

義務教育学校 2 1 0 1 2 0 0 7 
中等教育学校 
（前期課程） 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 75 608 9 44 843 3 5 182 

施設区分 
社会福祉施設 

  児童福祉施設 老人福祉施設 障害者 
支援施設 

等 

その他の 
社会福祉 
施設 施設種別 

放課後 
児童 
クラブ

保育所 児童館等 
特別養護 
老人 
ホーム

老人デイ 
サービス
センター等

小学校 6,782 66 165 0 23 11 105 

中学校 40 13 5 2 8 3 7 

義務教育学校 48 9 0 0 0 0 2 
中等教育学校 
（前期課程） 

0 0 0 0 0 0 0 

計 6,870 88 170 2 31 14 114 

施設区分   文教施設・社会福祉施設以外の施設 

施設種別 病院・ 
診療所 行政機関 給食共同 

調理場 
地域防災用 
備蓄倉庫※3 民間施設 その他 計 

小学校 12 38 292 5,202 13 344 14,408 

中学校 5 17 114 2,233 1 136 2,985 

義務教育学校 0 0 3 39 1 1 116 
中等教育学校 
（前期課程） 

0 0 0 1 0 0 1 

計 17 55 409 7,475 15 481 17,510 



調査２ 文教施設にかかる集約化・複合化等の実施状況調査結果（2022 年 9 月 1 日時点） 

・2021 年度中の実施数 

施設区分 
実施数 

地方公共団体数 
  集約化 複合化 廃止 

学校施設 
321 108 132 81 153 

（453） (361) (92) (291) 

社会教育施設 
137 7 51 79 63 

（153） (86) (67) (113) 

社会体育施設 
50 3 13 34 36 

（123） (27) (96) (89) 

文化施設 
12 1 5 6 11 

（26） (16) (10) (26) 

実施数合計※ 
508 117 191 200 223 

（709） (446) (263) (408) 

（ ）内は前回調査結果（2020 年 9月 1 日時点における 2019 年度中の実施数） 
※実施数合計は各施設種間での重複を除いた数。例）学校施設と社会教育施設の集約化･複合化事業の事業数は１件  

・2022 年度以降の実施予定数 

施設区分 
実施予定数 

地方公共団体数 
  集約化 複合化 廃止 

学校施設 
799 362 314 123 313 

（1088） (998) (90) (507) 

社会教育施設 
430 49 274 107 200 

（430） (341) (89) (247) 

社会体育施設 
181 55 37 89 87 

（220） (99) (121) (139) 

文化施設 
76 17 47 12 57 

（84） (64) (20) (75) 

実施予定数合計※ 
1339 473 545 321 440 

（1702） (1384) (318) (660) 

（ ）内は前回調査結果（2020 年 9月 1 日時点における 2020 年度以降に実施予定の数） 
※実施予定数合計は各施設種間での重複を除いた数。例）学校施設と社会教育施設の集約化･複合化事業の事業数は１件  

 

【用語の定義】 
文 教 施 設：地方公共団体が設置する公共施設のうち、学校施設、文化施設、社会体育施設及び社会教育施設 
学 校 施 設：幼稚園（幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園を含む）、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 
社会教育施設：図書館、公民館等（集会所、コミュニティ施設を含む）、博物館等 
社会体育施設：一般の利用に供する目的で設置された水泳プール、体育館等（武道館等を含む） 
文 化 施 設：劇場・音楽堂、文化会館等 
社会福祉施設：児童福祉施設（放課後児童クラブ、保育所、児童館等）、老人福祉施設（特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等）、障害者支援施設 

等、その他の社会福祉施設 
その他の施設：病院・診療所、行政機関、給食共同調理場、地域防災用備蓄倉庫、民間施設等日常的に人の利用が想定される施設 
集 約 化：用途が同一である複数の文教施設を、同一敷地内に集約化するもの（学校の統合を含む） 
複 合 化：①  用途が異なる複数の施設を、同一敷地内又は同一施設内に平面的又は立体的に併設したり、一体の建物として複合的に整備したりしているもの 
              ②  学校施設において、余裕教室（児童生徒数の減少により、将来とも恒久的に余裕となると見込まれる普通教室）を公共施設等に活用している学校 
廃 止：文教施設の機能を移転させずに当該施設の設置条例を廃止するもの 


